
大和市における工場立地法の緑地面積率・環境施設面積率について 

 

１ 工場立地法とは？ 

 「工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調

査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等

を行ない、もって国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与すること」を目的として

います。具体的には、特定の業種・一定規模以上の工場に対し、生産施設の面積や緑

地の整備状況について、市に届出をすることになっています。 

 

２ 工場立地法が適用される工場は？ 

▪ 業種：製造業、電気・ガス・熱供給業者（水力、地熱発電所は除く） 

▪ 規模：敷地面積 9,000 ㎡以上又は建築面積 3,000 ㎡以上 

 の両方に該当する工場（「特定工場」といいます。）です。 

 

３ 大和市の緑地面積率・環境施設面積率は？ 

 大和市における工場立地法に関する緑地面積率・環境施設面積率は、「大和市工場

立地法の緑地面積率等に係る準則を定める条例」が平成２５年１月１日に施行されたこと

により、以下の表のとおりとなりました。 

用途地域 敷地面積 緑地面積率 環境施設面積率 

工業地域 又は 

準工業地域 

１ヘクタール未満 １０％以上 １５％以上 

１ヘクタール以上 １４％以上 １９％以上 

その他の地域 （敷地面積に関わらず） ２０％以上 ２５％以上 

   ※重複緑地は必要な緑地面積の５０％まで算入が認められます 

 「環境施設」とは、緑地及び工場立地法施行規則第４条に定める施設で、噴水、屋外

運動場、広場、屋内運動施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設などです。 

 なお、緑地についての技術的基準等については、「大和市開発事業の手続き及び基準

に関する条例施行規則」第１７条に定める「緑化に関する技術的基準等（条例第３０条関

係）」（みどり公園課所管）に準じて判断します。 

 

 工場立地法に関する手続きについて、詳しくは事務担当までお問い合わせください。 

 

 

 事務担当：大和市役所市民経済部産業活性課企業活動サポート係 

        電話 ０４６－２６０－５１３５ ファックス ０４６－２６０－５１３８ 

        電子メール sk_sangy@city.yamato.lg.jp 



届出について 

 特定工場の新設又は変更をしようとするときは、工場立地法により、届出が受理された日

から９０日を経過した後でなければ、新設又は変更をしてはならないとされています（実施制

限期間の短縮が認められる場合は９０日を３０日と読み替えます）。 

 

１ 新設の届出（法第６条、施行令第１条、第２条） 

 特定工場を新設する場合は、届出が必要です。また、用途の変更又は敷地面積もしくは

建築物の建築面積を増加することにより特定工場となる場合も同様に届出が必要です。 

 

２ 変更の届出（法第８条、一部改正法附則第３条） 

 既存工場（昭和 49年 6月 28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行わ

れている工場等）で特定工場の規模を有するものが、昭和４９年６月２９日以後に製品、敷

地面積、建築面積、生産施設面積、緑地及び環境施設の面積並びに配置に係る変更

を行う場合は届出が必要です。（一部改正法附則第３条） 

 新設の届出又は上に述べたような届出をしたものが、その後さらに変更をする場合もそのた

びごとに届出が必要です。（法第８条） 

 

３ 届出が不要な軽微な変更（法第８条、一部改正法附則第３条、施行規則第９条） 

○生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築

面積の変更 

○生産施設の修繕によるその面積の変更であって、その修繕に伴い増加する面積の合計

が 30㎡未満のもの 

○特定工場に係る生産施設の撤去 

○特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の増加 

○緑地又は緑地以外の環境施設の移設で、それぞれの面積の減少を伴わない場合 

○特定工場に係る緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少す

る面積の合計が 10 ㎡以下のもの（保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う

必要がある場合に限る。） 

 

４ 氏名・名称・住所の変更及び地位の承継（法第１２条、第１３条） 

 氏名、名称・住所の変更及び地位の承継が行われた場合も届出が必要です（法人の

場合、代表者の変更は届出を要しません）。 

 

５ 市外への移転や廃業による廃止（工場立地法運用例規集２－１－１－１７） 

 大和市から転出するなどの理由で特定工場を廃止する場合にも届出が必要です。 


